
資料2-2

(別添 1)

平成 22年虚報入金品監視指導計画

我が国に輸入される食品､添加物､群具､容器包装及びおもちゃ (以下 ｢食

品等｣という｡)は､年間の輸入届出件数が約 176万件､輸入重畳が約 3,155

万トン (平成20年度実親)であり､我が国の食料自給率は約4割 (供給熱量ベ

ースの総合食料自給率.農林水産省 ｢平成20年度食料需給表｣)となっている｡

これら我が国に輸入される食品等 (以下 ｢細入食品等｣という｡)の現状を

踏まえ､平成21年度において､厚生労働省本省 (以下 ｢本省｣という｡)及び

倹疫所は､全国の倹疫所に掛 ナる食品衛生監視員の増員や検査機器の盤備によ

ら,輸入時の検査項目を拡充するとともに､食品衛生法 (昭和22年法律界233号o

以下 ｢法｣という｡)第28条の規定に基づき多種多様な食品等について食品衛

生の状況を幅広く既視することを目的として､年度ごとに計画的に実施するモ

ニタリング検査 (以下 ｢モニタリング検査｣という｡)や法第26条の規定に基

づき法述反の蓋然性が商いと見込まれる輸入食晶等について､愉入省に対して

輸入の都度の検査を命じる検査命令 (以下 ｢検査命令｣という｡)等の輸入将

における監視指導の強化を行った｡また､輪rtJ,国における相生対策の適正化を

那逃するため､個別閥屈に係る輸Jir.同との協議及び邪恋北びに輸出rlの安全対

策に関する調査を爽施したほか､牛Wll綿状脳症 (以下 IIBSE｣という｡)等

に係る輸出国の衛生琴馴 こついても現地調査を行った｡

平成 21年 10月に実施されたEl中首脳会掛 こおいて､日中間における食品の

安全俳向上のため､抱当胤僚間で淀川】協議を行うことなどを内容とするL｢日中

食晶安全推進イニシアティブ｣を提案し､r中国側から斑意が得られたことを縮

まえ､担当省庁間で具体的な内容について協議を突施する等締結に向けた取組

を進めたO

また､11月にliH催されたr=伸輔三国保健大臣会合において､三国閲の食晶安

全分野における交流及び協力を強化するための協議の枠組みの設立等を内容と

した党潜に署名した｡

これらの取組について･､平成21年12月に公表した平成21年度輸入食品監視

指導計画監視結果 ():Fr間報告)では､平成21年4月から9月までの速報値とし

て､輸入届出件数は約90万件､輸入垂塩は約 1,200万トン､検査件数は輸入届

出件数の12.0%に当たる約 10万8千件であり､うち違反件数は660件であった｡

平成 22年度においては､ これまでの施策を更に進めるとともに､平成 21年

度のモニタリング検査結果及び輸出国の衛生管理体制に係る調査結果等を勘案

して検査項目等の見直しを行う｡また､引き続普段薬等が人の健康を損なうお

それのない愚として定められる量を超えて残留する食品の帳売等を原則禁止す

るいわゆるポジティブリスト制度 (以下 ｢ポジティブリスト制度｣という｡)

の着実な施行のため､輸入噂の検査項目の更なる拡充を図るとともに､輸出国



に対し､生産及び製造加工の段階における衛生対策の推進を要請し､必要に応

じて､輸出国における残留農薬等管理の確認のため､現地調査を行うこととす

るDなお､残留農薬等について検査命令の対象となっている食品については､

当該輸出国における残留農薬等の管理の不徹底及び使用農英等の変更等の可能

性があり､検査命令の対象項目以外の農薬等が基準値を超えて残留する懸念が

あることから､輸出国における残留農薬等管理の検証を目的として､モニタリ

ング検査を強化することとする.また､器具､容讃詩包装及びおもちゃについて

は､おもちゃの規制対象矧頭の拡大その他法第 18条の規定に基づく規格又は基

準の改正等を踏まえ､新たに設定された規格又は基準を中心に､輸入者に対し

て定期的な自主検査の実施を指導するとともに､モニタリング検査を拡充する

こととする｡

なお､BSEの問題に係る対日輸出牛肉の安全性確保については､現地調査

及び愉入時の検査等を通じて､.愉出国政府が管理する対El輸1i'(プログラムの遵

守状況を引き続き検証していくものとする｡

これらの破約に加え､引き続き輸入者による愉山国段階における自主的な衛

/:E管理の抑進を図るとともに､愉出国における循/i対'策に関する情報収集を推
進し､問題発生の未然防止に努めていくこととする｡

1 日的

本計画は､韮)訓勺､効率的かつ効巣的な既視指呼の実施を那逃し､もって､

輸入食品等の一周の安全性確保を図ることを目的とする｡

2 本計画の適用)9]JlrJl
平成22年4月 7日からj拘戎23年3月31日までとする｡

3 輸入食品等の監視指導の実施についての基本的考え方

食品安全基本法 (平成 15年法緋第 18号)第4条において､食品の安全性

の確保は､国の内外における食品供給行程の各段階において必要な措置が適

切に講じられることにより行われなければならないとされている｡この観点

から､輸入食品等の安全性確保については､愉出国における生産､製造､加

工等 (以下 ｢生産等｣という｡)の段階から輸入後の国内流通までの各段俄

において､次の措置を誠ずることとする｡

(1)法第27条の規定に基づく輸入届出等により､法第 11条又は第 18条の規

定に基づく食品等の規格又は基準 (以下 ｢規格基準｣という｡)をはじめ

とする法への適合についての基本的な情報を確認すること｡

(2)多種多様な輸入食品等の食品衛生の状況について幅広く監視するため､

法第28条の規定に基づくモニタリング検査を実施すること｡



(3) 食品衛生上の危害の発生防止のため､法違反の蓋然性が高いと見込まれ

る輸入食品等について､法第26条の規定に基づく検査命令を発動することD

(4)特定の国若しくは地域又は特定の者により製造等がなされた輸入金品等

について､食品衛生上の危害の発生を防止するために特に必要があると認

める場合には､法第8条又は第 17条の規定に基づく包括的輸入禁止措置を

誹ずることo

t5)法違反を繰り返すなどの輸入者に対し､法違反の原因を改善させること

等を目的として指導を行うとともに､法第55条第2項の規定に基づく愉人

に係る営業の禁止又は停止を命ずること｡

(6】 輸出国の生産等の段階における衛生対策の推進を図るため､我が国の食

品相生規i州こ関する在京大使館等及び輸入者への情報提供､二国間協議､

現地調査並びに技術協力等を実施すること｡

(7) 輸入者が食晶等射業者の責務として､自主的に衛生管理を図るよう誹i'=jI

会の開催及び愉人前指埠等を通じてその取組を推進すること｡

(81 法違反が判tl)]した際には､廃乗指導等の措置を試ずるとともに､違反事

例の公表や輸入者への指導等､再発を防止するための相田を言措ずること｡

(9) 愉人後の1割勾流通段階においては､都道府県､保健所を設置する市及び

特別区 (以下 r都道府県等｣という｡)が監視指呼を行うとともに､検疫

所や都道府県等での違反発見11割こは､本省､検疫所､関係都道府県等が迦

鵬を図り､輸入者による回収等が迅速に行われるよう適切な摺rELLを宗純ずる

こと｡

4 J=lI塵地の利宙その他の壬別納 ､らみて範G,的に監視精解を実施すべき噴L]に

関する事項

(1】法第 27条の規定に基づく愉人届出による確認

検疫所は､法第 27条の規定に盛づく輸入届IliJJがされた食品等について､

法第6条各号､第9条第2項又は第 16条に該当する食品等でないこと､法

第8条第 1項又は第 17条第 1項の規定に基づき輸入が禁止された食品等で

ないこと､法第 10条の規定に基づき定められた添加物であること及び規格

基準に適合していることについて､輸入者による愉入届出のほか､必要に

応じて輸出国政府の発行する証明書､輸入者からの報告徴収等により確認

する｡

(2)法第 28条の規定に基づくモニタリング検査

検疫所が実施するモニタリング検査は､多種多様な輸入食品等の食品衛

生の状況について幅広く監視し､法違反が発見された場合には愉入時の検

査を強化するなどの対策を誹ずることを目的とする｡

① モニタリング計画の策定



本省は､重点的､効率的かつ効果的なモニタリング検査を行うため､

統計学的に一定の信頼度で法違反を検出することが可能な検査数を基本

として､食品群ごとに､違反率並びに輸入件数及び輸入重量､違反内容

の健康に及ぼす影響の程度等を勘案し､モニタリング検査の検査件数及

び検査項目 (以下 ｢モニタリング計画｣という｡)を定める.また､ポ

ジティブリス ト制度を着実に施行するため､農薬等の海外における規制

状況､使用状況及び検出事例等を勘案したモニタリング計画とする｡

平成22年度のモニタリング計画は､別表第 1のとおりとする0

② モニタリング検査の計画的な実施

検疫所は､モニタリング計画に規定された件数の検査を実施するため

に､本省により割り当てられた検査件数について年間計画を立て､計画

的に検査を実施する｡

本省は､モニタリング計画に基づく検査の実施状況について適宜点検

を行い､検疫所に対して必賀な指示を行うとともに､輸入状況等の変化

により､検疫所ごと又は食品群ごとの検査計画の実施が困難と判断する

場合等にあっては､輸入実態に即した効果的な検査が実施できるよう､

当該年度の半ばを目途としてモニタリング計画の見直しを行う｡

③ モニタリング検査の強化等

本省は､生産国等における食品等の回収や健J3rt被害発生に関する情報

を得た場合､モニタリング検査等により法違反が発見された場令又は都

道府県等の監視指導において法違反が発見された場合等にあっては､必

要に応じて各検疫所に対して当該輸入金品等に対する検恋の弓射ヒを指示

する｡

なお､本省は､残尉戯薬等に係る検査の強化については､輪山国にお

ける戟留儀典等の管増!体言指uを踏まえ､統計学的に一定の信赦度で法追反

を検出することが可能となるよう､当該輸入食品等及び検査項目に係る

モニタリング検査の検査率を引き上げて一定,Lgl間継続して実施する｡

また､モニタリング検査強化日から1年間を経過し又は60件以上の

検査を実施して同様の違反弔例がない場合は､通常の監視体制とするD

(3)法第 28条の規定に基づくモニタリング検査以外の検査

検疫所は､輸入届出の内容を踏まえ､初回輸入時の検査､輸送途中で事

故が発生した場合の検査等､モニタリング計画に基づく検査以外にも必要

に応じて輸入食品等の検査を実施する｡

(4)法第 26条の規定に基づく検査命令

本省は､法違反の蓋然性が高いと見込まれる輸入食品等について､厚生

労働大臣が食品衛生上の危害の発生防止を図るため必要があると認める場

合に､輸入の都度､輸入者に対し検査を受けるべきことを命じることとす



る｡

(丑 検査命令の発動

以下の場合等､法遥反の蓋然性が高いと見込まれる輸入食品等につい

て､検査命令を発動する｡

1 輸出国や我が国において健康被害が発生している又は健康被害が発

生するおそれのある同一の輸出国又は同一の製造者若しくは加工者等

からの同一の輸入食品等については直ちに検査命令の対象とする｡

ii 残留農薬等について､同一の輸出国又は同二の製造者若しくは加工

者等からの同一の輸入食品等に対するモニタリング検査等の結果､法

違反が複数回発見された場合には､輸出国における規制及び相生管理

体制の状況錐びに当該輸入食品等の法辿守の履歴等を勘案した上で､

当該輸入食品等の全部又は一部を検査命令の対象とする｡

iii 新たな食品の検査命令対象への追加の公表に当たっては､健康影轡

についてわかりやすく説明するよう努める｡

② 検査命令の解除

検査命令後､以下の場合等､法違反の食品等が我が国に輸出されるお

それがないと認められる場合にあっては､検査命令を解除し､iEJ常の監

視体制とする｡

i 愉山国における原因究明､及びそれに対応した輸.'山国での新たな規

制､戯非等の管拙状況や検査体制の強化等の711-矧y)一止対策の価立がな

され､二国間協議､現地調査又は輸入噸検査等によりその有効性が価

認された場合

ii 城鮒俊英等に係る検査命令対象食品等であって､2年lmこわたり違

反事例がないもの､又は1年間にわたり違反叫例がなく､かつ､検査

命令の実施件数が300件以上あるものについては､検査命令をIli'J-=的

に解除し､その後､統計学的に一定の信傾度で法違反を検出すること

が可能となるよう､当該輸入食品等及び検査項目に係るモニタリング

検査の検査率を引き上げて一定期間継続して実施し､違反事例がない

場合 (ただし､当該モニタリング検査強化期間中に違反が発見された

場合には､直ちに検査命令を発動する｡)

(5)法第8条又は第 17条の規定に基づく包括的輸入禁止措置

特定の国若しくは地域又は特定の老により製造等がなされた輸入金品等

について､当該輸入食品等の検査件数全休に対する法違反の件数の割合が

概ね 5%以上であること､生産地における食品衛生上の管理の状況等から

みて引き続き法に違反する食品等が輸入されるおそれがある場合におい

て､人の健康を損なうおそれの程度等を勘案して､当該輸入食品等に起因

する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に必要があると認めると



きは､厚生労働大臣は､薬事 ･食品相生審議会の意見を聴き､輸入禁止措

置を吉祐ずるO

(6) 晦外からの問題発生情報等に基づく緊急対応

本省は､輸入食品等の安全性確保のため､関係府省と連携しながら海外

からの食品衛生上の問題について輸出国政府等からの情報を入手し､主な

事例については厚生労働省のホームページ(以下｢ホームページ｣という｡)

に掲載するとともに､我が国への法違反の食品等の輸入の可能性がある場

合にあっては､当該食品等の我が国への輸入状況を調査し､愉入実績があ

る場合には､関係する検疫所又は都道府県等にその流通 ･在庫状況の調査

及び必要に応じ輸入者等に対する検査､剛 丈等を指示するとともに､検疫

所に検査の強化を指示し､対応状況について公表する｡

5 1鰍ーl!.国における相生対策の推進

輸出国の生産等の段階において法違反の未然防止を図るため､以下の収組

により輸出国における衛生対策の抑進を図る｡

(1) 我が国の食品相生規制等の周知

本省は､ホームページにおいて､検査命令の対象食lJ)=lll等及びモニタリン

グ検査が強化された食lllnl一等の法違反耶例等北びに本計画及びその監視指導

の結果に関する英語による情報の提供を行うとともに､我が国の食品相生

規fliJJにIMする独立行政法人lヨ本貿易振兜機桃の英言割振情報とのリンク等に

より､炎語版情報の充実を図る｡

また､在京大使館等に対する規格益準等改正時における説rl)一会､独立行

政法人BI(I際協力機構が実施する食品衛生Jk朋iりにJ姻する桝修会等を通じて､

輪山国の政府担当者､輸Hlrl司の生Titrf者､製造者､加工者等 (以下 ｢生産者

等｣というO)に対し､これらの情報の周知を図る｡

(2)二国間協憩､現地調査等

本省は､愉入時に検査命令が実施されている輸入食品等のはか､法違反

の蓋然性が高い輸入食品等については､輸出国政府等に対し､連反原因の

究明及びその結果に基づく再発蛎止対策の確立について二国間協議等を通

じて要請し､愉出国の生産等の段階における衛生管瑚!の実施､監視体制の

強化及び愉出前検査の実施等､衛生対策の推進を図る｡

また､カビ毒等の有毒な又は有害な物質の含有等による法第6条違反や､

残留儀典等に係る法第 11条違反等の事例が平成 2＼1年度に輸入された食品

において発見された違反事例の大多数を占めることから､平成22年度にお

いては､当該違反事例の多い国を中心に積極的に衛生対策を要請するとと

もに､ポジティブリスト制度の円滑な実施や輸入牛肉等の衛生確保のため､

輸出国における生産等の段階での衛生対策の検証が必要な場合には､専門



家を当該輸入食品等の輸出国に派通し､積極的に当該輸出国における衛生

対策の確認を行うQさらに､問題発生の未然防止の観点から､計画的に輸

出国の対日輸出食品の安全対策に関する情報を収集するとともに､現地調

査により輸出国の衛生対策の推進を図る｡

(3】技術協力等

本省及び検疫所は､輸出国における監視体制の強化及び残留虚薬等の試

験検査技術の向上に資するよう､独立行政法人国際協力機構の技術協力プ

ロジェクトを通じた専門家の派遣や研修員の受入れ等により､必要に応じ

た輸出国への技術協力等を行う｡

6 輸入者への自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する部項

輸入者を含む食品等事業者の責務として､食品安全基本法講8条において､

仁-Iらが食品の安全確保について節一義的責任を有していることを認識し､食

品の安全性を確保するために必要な措間を食晶供給行程の各段階において遊

脚こ講じることとされている｡また､法第3条課目項において､lヨらの責任

において愉人食品等の安全性を確保するため､必要な知識及び技術の習得､

原材料の安全性の確保､f=]主検恋の実施等の措眉を誹じるよう努めなければ

ならないこととされている｡

これらを踏まえ､紘違反の末矧防止を図るため､検疫所は､輸入者に対し､

以下の指噂等を通じて､l':l主的な衛生管IET:の]雅進を図る｡

llI輸入者に対する基本的な指導iJi項

法に基づく輸入手続､検査制度､IPu棉基準､添付が義抹付けられている

衛生証明潜等の食品衛生上の規制や愉入省の再拝等について周知を図るo

また､輸入者の自主的な衛生管牡をW=,進する観点から､愉入食 品等の違

反情報､新たに制定された規格又は基準等及び.l掛iir司の食品衛J=JIに関する

規制を輸入者に対し適時適抑こ提供するとともに､輸入者が自ら輸入食品
等の安全性櫛保に努めるよう､粥習会､輸入届脚 唖等において指導を行う｡

輸入者に対する基本的な指導前項は､別表第2のとおりとし､輸入者が

取り扱う異体的な輸入食品等の輸出国､品目に応じ､更に必要な事項につ

いて指導を行う｡特に加工食品にあっては､ ｢輸入加工食品の自主管卿 こ

関する指針 (ガイ ドライン)｣に基づき､愉入省に対し､輸出国の食品衛

生関迎規制の整備及び施行の状況や製造者の衛生管埋の水準等を勘案し

て､輸出国での原材料､製造 ･加工､,保管及び･愉送の各段階において必要

な確認を行うよう指導する｡

また､輸入する食品等が輸出国において違法に生産等されたものではな

いこと､原材料､添加物､製造方法､検査データ等が法に適合しているこ

とについての確認を徹底するよう指導する｡本省は､輸入者の原材料管理



の検証に資する加工食品の残留農薬等に係る試験法の検討 ･開発を行う｡

併せて､生産者等を通じて入手した正確かつ最新の情報に基づく適正な

輸入届出を行うよう指導するとともに､特に継続的に輸入する場合にあっ

ては､原材料や製造方法等に変更がないこと､属目!.時に提示する自主検査

等の成練と届出貨物の同一性が確保されていることを十分確認するよう指

導する｡

さらに､規格基準の改正､検査強化､販売の禁止措置等がなされた場合

にあっては､輸入者に対し情報提供する｡

(2) 輸入前指導の実施

輸入者に対し､(1)の輸入者に対する基本的な指導事項を踏まえ､生産者

等から必要な資料を人手するなどにより､邪前に輸入する食品等の安全性

や､薬事法 (EIEl和35年法緋第 145号)により規制される医薬品成分の含有

の有無等を価認するよう指導する｡特に当該愉入省が､当該食晶等を我が

国に初めて愉入しようとする場合､同村の食品で違反3｣紺rJのあるもの等に

ついては､ 羽前に各検疫所の輸入食品相談指導室等に相談するよう､ホー

ムページや吉措習会の実施を通じて周知する｡

また､愉人前の自主検査の実施を推進する机よから､当該検査粘架を1

の(1)の検疫所の確認の際に活用する｡

(3) 愉人前指呼による法違反チ芭見時の対応

輸入者による訴前の安全性の確認の結果､愉人食品等が法に適合しない

ことがl!lJ11)]した場合には､愉人者に対し､法に適合するよう適LJJな対策を

納じ､改善が図られるまで輸入を見合わせるよう指噂するo

また､改善の結果､法に適合することが享!-F潮等で確認できたものについ

ても､必要に応じて､当該食['17I等が規格基準等を満たしているか否かを検

査等により搬認するよう指導するo

(4) Iヨ主検査の実施

朋剛 輪入時においては､輸入食品等の成分規格や添加物等の使用状況に

基づき､当該輸入食品等が法に適合していることの確認のために必要な検

査項目について自主検査を行うよう指導する｡継続的に輸入する場合にあ

っては､その輸入頻度等を踏まえ､(1)の輸入者に対する基本的な指導事項

を踏まえ､当吉刻輸入食品等の成分規格､添加物等の使用状況を定期的に確

認し､同種の食品の違反情報等も参考としながら､定期的に自主検査を行

うよう指導する｡

(51 輸入食晶等の記録の作成及び保存

輸入者に対し､愉人食品等の流通状況についての確認が常時行えるよう､

当該食品等に関する輸入や販売状況の記録等の適正な作成及び保存に努め

るとともに､法違反が発見された場合において､関係する検疫所又は都道



府県等に当該情報を速やかに提供することが可能となるよう指導するO

(6) 輸入者､通関業者及び保税等倉庫業者の食品衛生に関する知識の向上

輸入者､通関業者及び保税等倉庫業者に対し､(1ト(5)の指導事項等につ

いての説明会を開催するとともに､関係団体等が開催する講習会において

も輸入食品を担当する者を積極的に派遣させること等により､担当者の食

品衛生に関する知識の習得に努め､輸入食品等の安全性確保が図られるよ

う指導する｡

また､必要に応じ､輸入者に対し､適正な期限表示などの表示内容につ

いて輸入者の所在地を管幡する都道府県等へ事前に相談することを促すな

ど､情報提供を行う｡

7 法違反等が糾明した場合の対応

(1) 輸入時の検査等で法違反が発見された場合

輸入届出のあった検疫所､本省又は関係都道府児等は､相互に迎携を図

り､輸入者に対する廃頚､積戻し若しくは食Jl-]外FT]途への帖m (以下 r焼

売等｣という｡)又は迅辿な回収の指示､輸入時における検恋の強化等の

必要な措置を吉枯ずる｡

① 法違反がl叩け=]した食晶等が矧娼前の場合

検疫所は､輸入者に対し､廃桑等の指示を行うとともに､措慣状況に

ついて報告を求める｡

信)法遥反が判明した食品等が通関後の場合

輸入者の所在地を管幡する都道府県等は､輸入者に対し､回収等の指

示を行うとともに､措岸引犬況について報皆を求めるO

このため､都道府県等による剛I又等の指示が円滑に行われるよう､検

疫所は､本省に法違反の輸入金品等に係る輸入将におけるロット構成､

輸入者の名称､所在地その他の必要な情報 (以下 ｢法違反の愉人食品等

に係る情報｣という｡)を速やかに報告するとともに､本省は､愉大老

の所在地を管幡する都道府県等に対し､輸入者による回収等の措置が適

切に講じられるよう通報するC

なお､検疫所は､輸入者に対し､法違反の愉人食品等の廃秦等の措置

を講ずるよう'凹足的に指導するとともに､当該輸入者の所在地を管幡す

る都道府県等の指示に従うよう指導するほか､本省は､内閣府との情報

共有を図る｡

(2) 国内流通時の検査等で法違反等が発見された場合

本省は､都道府県等の収去検査 (法第28条第 1項の規定に基づく収去又

は検査をいう｡)や販売者等の自主検査等により､国内流通時に輸入食品

等の法違反が発見された旨の連綿を受けた場合は､検疫所に対して法違反



の輸入食品等に係る情報の提供を行うとともに､当該情報に基づき愉入時

における検査の強化等の必要な措置を試ずる｡また､輸入食品等に起因す

る健康被害の情報があった場合には､被害拡大の未然防止の観点から､速

やかに､以後輸入される食品等については検疫所に対し､国内流通してい

る食品については都道府県等に対し通報し､必要な措置を試ずる｡

(3) 再発防止のための輸入者への指導等

検疫所は､法違反のあった輸入者に対し､法違反の再発を防止するため､

以下の訴項について報皆を求める｡

① 違反原因の調査及び報告

当該食品等の違反原因の調査を求め､結果が判明次邦､報告を求める｡

法違反が発覚して3カ月を経過しても違反原因が糾明しない場合にあっ

ては､調査の進捗状況の報皆を求める｡

② 輸入再開時の改善結果報告

同一･製品を再度輸入する場合にあっては､①の原因の調査を求め､改

善が図られたことを確認するほか､必空に応じ､輸入者lヨらによる現地

での調想､法違反となった項F=tの愉I山国における検査等により検証する

とともに､改善結米について報告を求める｡

(4)法論55条の規定に避づく愉人者の',這:r業の禁停1ヒ処分

本省は､食I'1=l11の安全性の価保の観点から､法違反を練り返す輸入者又は

法違反により倣蛸被苔を発生させた若しくは発J=Eさせるおそれを生じさせ

た食品等の輸入者などに対し､法避反の原因を改善させ､法違反の再夕己を

防止させ､その他相生上の必要な措借を講じさせることを目的として､法

第 55条第2項に基づく輸入者の営業の禁止又は停LJ=(以下 r輸入者の肖業

の禁停LE-_処分｣という｡)を命ずる｡

また､本省は､ ｢食品相生法第 55条bG15Z項に基づく輸入者の営業の禁止

及び停止処分の取扱 い 指針 (ガイドライン)｣に基づき､概ね違反率が5%

を超え､愉入省の営業の禁停止処分の検討対象となった輸入者に対しては､

法違反を繰り返すことのないよう指導を行う｡検疫所は､違反内容等に応

じて当該輸入者が輸入する食品についてモニタリング検査を強化し､当該

輸入者が誹じた再矧gJ-｣上措置の検証を行う｡

(5) 悲質な事例等の告発

検疫所は､虚偽の愉入届出や法違反又はその蓋矧生の高い食品等の不正

輸入など､法違反の態様が悪質な事例等については､皆発を行うとともに､

当該告発内容について､適時公表を行う｡

(6) 違反事例の公表

本省は､食品衛生上の危害の状況を明らかにするため､法第 63条の規定

に基づき､法又は法に基づく処分に違反した輸入者 (原則として､当該違
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反により書面による行政指導の対象となる輸入者を含むが､違反が軽微で

あって､かつ､当該違反について直ちに改善が図られた輸入者は除く｡)

の名称 ･所在地､対象愉入食品等の違反情報をホームページに速やかに掲

載し､公表する (名称 ･所在地については1年間に限り公表する｡)｡な

お､違反者の名称等の公表に併せ､違反食品の回収､廃東等の措置状況､

改善措置の内容､違反原因等についても､判明次第公表する｡

8 国民等への情報提供

本省又は検疫所は､ホームページ等により輸入食品等の安全性確保に関す

る情報を広く国民等へ提供する｡

(1) モニタリング計画等に関する情報の提供

検疫所は､輸入者､通関業者及び保税等倉庫業者に対し､本計画に基づ

く監視指導を円滑に実施できるよう､モニタリング計画､検査命令の発動､

検査の強化等に関する通知等のノ離日を図る｡

また､本省は､モニタリング計画､検査命令の発動､検査の強化等にr7A

する情報について公表する｡

(2) 本計画に基づく既視結果の公表

本省は､モニタリング検恋､偵恋命令等の輸入食品等に係る検恋の実施

状況及びその結果の概要､輸入者に対する監視指導及びその結果の概要等

の本計画に基づく既視指導の実施状況について､翌年度の6月をEJ途に公

表する｡また､1月から9月までの年度途中の状況についても11月を目途

に公表する｡

(3】食晶等の安全に関するリスクコミュニケーションの収組

本省は､食品等の安全に関するリスクコミュニケーションの板紙を通じ､

計画の内容､輸入食品等の既視指導の状況等について､消幼者､訴業者等

への情報提供及び意見交換を行い､食品等の安全性について適切な理解が

得られるよう努める｡

(4) その他

検疫所は､一般消坦者等を対象とした見学の受入れ等､輸入食品等の監

視指導の現状について､監視指導等業務に支障のない範囲内で広く国民の

理解を得るよう努める｡

9 その他監視指導の実施のために必要な事項

(1) 食品衛生に関する人材の養成､資質の向上

本省は､検疫所で監視指導や試験検査に従事する食品衛生監視員に対し､

食品衛生に関する知識及び技術の習得等に係る研修を実施する｡

(2) 検疫所が実施する食品等の試験検査等に係る点検

ll



本省は､地方厚生局の助言を得てモニタリング検査等が適正に実施され

るよう､試験検査等の業務管理に係る点検及び指導を計画的に実施する｡
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別表第 1

食品群 廠炎唄日用l 項目別件数三三L2 延検村 中数H<2

畜産食品牛肉､脂肉､rJ肉､,馬肉､その他食鳥肉等 抗歯性物質等 2.250 4,880
残留戯燕 1,900
成分娩椴等 700

放射線照射 30

畜産加工食品ナチュラルチーズ､食肉製品､アイスクリーム､冷凍食品 (肉類)守 抗菌性物日等 2,400 7,510

城田過殊 900

添加物 1.900

成分娘格等 ～,SOD

放射線照射 lO

水産食品二枚貝､魚蛤､甲叔頬 (エビ､カニ)守 杭偽性物質等 ≡,900 6.570

残留JA薬 2.000
添加物 200

成分規格等 1,,J50
放射紺,q即す ZO

水成加工食品爪兼肋rl工晶 (切り身､乾燥､すI)身等)､冷淡食I甘ー(水産軌物和､瓜湖)､Jn介天日卯加工品等 抗矧Jj三物質等 3,950 12,360

瑚何曲共 l ～.900

添加物 1.950
成分娩柄等 3,550

放射線照射 川

野光､災実､変於､とうもろこし､東!乱 瑞花LL'1.ナッツ蛾､棚少三糊等 抗rml他物質等 900 22,280

城田lRl井 . 15.500

*JJl7% l.000

成分規格A-.V i,200

2.950

迫伝-7-組扱え食材1 7【)D

放射線!).朋寸 30

IA産加工食[77J冷淡食''r7J(M,米JJrl工lr.子lJ.野R:加工品､iR炎加工臥 杏や料､即JrIfめん畑等 杭地位物斑等 1〔)0 ー7,】50

税印JB!誰 8.000

添加物 3.80Cl

成分規柄等 2J50

カビ毒.L3 I.f)50

辿伝子細携え企l'iI'] loo

放射組!朋 寸 ･l50

その他のJL3料LTrl他?Jfp良L'品､ス-プ粗､紳托料､瓜子税､良用ittl胴,冷淡食l'T71等 叫nrJ出堆 ー50 4,800

3.050
成分規格等 900

カLJjLj 700

飲料ミネラルウオーター畑､FrJlt掠飲料水､アルコール飲料等 班鮒JBt非 350 2.20D

添加物 800

成分奴格等 950

カビ享Ll 100

棒加物船具及び溶諾語包装おもちゃ 成分励精等 2,250 2,250

検出強化食.V.分lL≡'3 抗菌性物田等､残留腐乱添加物､成分奴格等､カLJiiL 辿伝子細換え企晶､放射線照射 5,000 5,000

I/1'検速項目の例
･抗耐性物朝等:抗生物深,合成杭出札 ホルモン剤等
･税留腿非:有織リン系､有髄 顛系､か-バメイト系､L/レスT3イド系等
･捌 r胸 '保存札 神色札 甘味料､鮒ヒ防止剤､似まい利巧
･成分規格等:成分規格で'定められている項目(柵出敬､大隅閏臥 胴炎L/プリオ等).桐原微生物川q哲LuJlrL性大胴出0I57､リステリア価等)､

貝ill(下柵性只お､戚痔池貝1.i,i)守
･カLJ子提●アフラトキシン､デオキシニバレノ-ル､バツリン等
･退た子租換え&.読:安全性末雑益迫伝子組換え虫[')71等
･放射線月朋寸:放射組l.朋IJの有撫

I-,2'検出件数は､抗L'tL性物常､規御旗非等の検jb,項目別の延傾倒■ト数の冊数/.I?示したもの｡

ミ3.抽入特の迎反叩例や軸外仙鞄顎に)1づき､本ヨ佃'ji槌qlに椀JII矧itを弧化して行うもの0
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別表第2

翰入時における危背要因等(代表的なIif例) 耶前の磯認誹項 定期的確認事項(初回輸入時を含む) .輸送及び保管場の確認部項

食品等一般 ･有害､有毒物質の含有 ･原材料の受け入れ､製造 ･定期的な試験検査による ･郡放 ー不適切な温度管理

(共通那項二) ･腐敗､変改及び不潔 .盟 ･加工行程等における有 有督､有毒物資等の確認 等による腐敗､変敗がな

物の混入 詔､有碍物質等の混入防止対策 いこと･塩蔵等の食品等を長期】Tul屋外に保管することがないこと･余席等で使用する殺虫剤等の共剤による汚淡がないこと

･病原微生物による汚独 ･病原微生物による汚染防 ･定畑 な試験 による1 ･微生物の増難による危醤

止対策 病原石rR生物の確 の発生を防止するための適切な温FfE管理

･指定外添加物の使用･き捌 口物の対象外他朋､過血使用等伐用:iL畔不適合 ･原材料に収用されている添hrJ物を含め､指定外添加物が使用されていないこと･使用過料 こ適合しない添加物が倣mされていないこと､また､使用111等が過iflであること

指定外添加物が含有していないこと､添加物の使用:i誌畔等の過合の織認

･航楢益軒不適合(fI'jTI;]:飲料水､食肉製品､冷淡企r.VT等:) ･成分規格､製造 .加工基a/u等の規格:jP.Eiに適合していること･放射線照射による赦l岩lJgが行われていないこと(ばれいし.Lのi4-:｣上めを除くoJ･判造工性､製品に他用されている原材料及び添加物のJlI搬な名称 .'.J?J令等の当三並 .製造者への確認･必要に応じ.J良終iBu.]t]の誠放検恋による食品相生法の適合の確認 ･割出工程､原材料等に変更がないこと .･建州的な言式験検恋による成分別格等の適合の椛認一)(1総数IF.7.の試験検査による血(.7】他生法の適合の碓朝l ･保111糾llの巡守･三脚次の有lr).ち

JBLnj2物及びその ･アフラトキシン､バツリ ･収機時及び佃送 .保管時 ･F'EJq7的な試炊検恋によるカビ音韻の柵認 ･カビの発生をlyJ'止するた加工品 ン苛のカビ蒔 におけるカビの発生防lt めの適切な温風 湿度等

(.Kj類､豆規､香辛料､りんごジュース等) 対策 の管理

･シアン配機体等の自然栂 ･自然封の布地の確認･班員.加工等により自然毒を除去できる対策を納じていること･有賀､有碍植物の混入防止対策 l堤l,n的な試験検蜜による自然-和の確認

･放射能搾油 ･採取地域が放射能汚染地 ･定糊的な試験頗 による忍(きのこ､ハープ等) 域でないこと 放射 盲鵬度の確

･順管出血性大腸菌 ･病原微生物による汚汝r妨 ･定畑 な言式放検 一による9.. ･微生物の唱和による危苫
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･残留農薬 ･収機前､収彫像におけるI:Bi北の適正な用法､用血の巡守･定期的な試験検車による城観望薬の確認 ･収機後における良頻の使用の有i粥

･加工品の原材料は､成田基準に適合していること

･安全性末番恋の辿伝子組 ･過伝子組換え食品の承認 ･定期的な吉 F検透による ･滴正な管理

1換え食品 ゐ有細 安全性未箇 の過伝子組

(とうもろこし､パパイ ･安全性末番盃の過伝子組 抱え食..L.i,I 七人していな沼ヤ等) 換え食品の混入防止対策 いことの碓

･I]L][]照､鮮腔等を誤認させ ･iSJ-色料､招自利等､晶質､ ･定期的な完-灸検査による

るおそれのある添加物の使用(生郎野菜) 那虚等を誤認させるおそれのある添加物が使用されていないこと 添加物の確認

畜産物及びその ･腸管出血性大腸歯 ･病原微生物による汚泊r妨 ･定糊的な試験検査による ･微生物の増村による危#

加工品 0157､リステリアinl等の病原微/生物(食肉､ナチュラルチーズA-171:) 止対策 柄原微生物の碓認 の発生を防止するための適切な温度管班

･JJJ 使汚淡)⊥カイ肉､ビーフ工守) ･生産地域が放射憶汚浪地域でないこと

放射稚搬出の肺認

･i. iEnJ]-iLtの不Ihrlr)I ･JB建国及び.i陥山国政NT;j機1糊が発行する相生.W:)lJ]-iLFの記織亨Ji項 ･術生誰lU]言!FのWl;.認

･Jl=UJIWriWJul椛川二肉及びtl=山光弘')71ー ･生J7IE地域が陥入柴山二対魚住1.地域でないこと･特定危陳汚J''位を含まないことり抽入柴11二対象国 一地域由米のLl=l句等のd.]b人 .佼mがないこと

･∠r=軸組状脳1.-1;(めん羊肉.山羊肉許1 ･iLIJIJt地域が!F=恥綿状JJulJ]?発'iI同でないこと･特定危快部位をふくまないこと

･出典､軌物円医r#品､飼料添加物の使用状況･加工品の原材料は､残留遁轡に適合していること

詑 残留飼料添加物 物の適正な休弗期間等･定期的な試残留慮絡､薬品､城田確認 用法､用丑､の巡守験検査による残留動物用医飼料添加物の

･品田､鮮度等を誤認させ ･者色料等､品質､鮮度等 ･定期的な号 灸検査による
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水産物及びその ･腸炎ビブリオ等の病原微 ･加工場で使用される就沖 ･定糊的な試験検査による ･保存基準の遵守

加工品 生物 水等の病原微生物による 病原微生物の確認 ･微生物の1m卿 こよる危az.

(切り身､むき身の生食 汚独r妨止対策 の発生を防止するための

用鮮魚介類等) ･;uE7工基準の)t遵守 適切な温度管理

･生食用かきの成分規格､ ･我が国と同等の加工基準 ･定期的な吉式験検査による ･保存基轡の過守

-加工基準､保存基準不適令 であることが確認された国であること 成分規格の適合の確認

･下痢性 .麻挿性貝苛 ･貝鍔の監視が適切に行わ ･定期的な試験検査による

(貝蜘) れている粘域から採取された貝轍であること 貝確の確認

･有葦戸フグの混入 ･畑人が認められている魚櫛であること･魚榔鑑別による界磁フグの浪人防止対策 . ･輸出国政府機関が発行する証明註吉の確認･魚柾鑑別による只榔フグの混入がないことの職認

･シガテラ砧免等の有子33魚の混入(絹方速ハタ､ブダイ､カマス等) ･漁班tll3城の確認･魚梯鑑別によるLJj7E3魚の混入帆 上対鞘 ･魚稲舵別による有子13免の混入がないことの確認

･残脚動物用医瓶Pn､城鮒飼料添加物 ･動物用医典品の使用状況 ･動物用医非晶､飼料添加物の適切な用法､)T]iii､休頻期lE.U等の)拙守･淀川的な試験検恋による残留動物lll医非晶､鎚5'l胴料添加物の繊認

:iL畔に過合していること

･晶群､那JiE等を吉クミ認させるおそれのある添))[]物の仙川(鮮魚介FL等) ･才_'他 料､一酸化炭末等､lV,fl､AfJ並等を誤認させるおそれのある添加物が倣朋されていないこと ･定糊的な試験頗浩による添加物の碓認 ･鮮紅色等の有∫舵のh-lri:認

添加物及びその ･指定外添加物の使用 ･添Jm物の正価な名称､)iG ･定期的な言式験検査による ･保存;jち準の;盟守

製剤 一規格JiL弊不適合 廠物Fr､抽出招加の輔軌･添加一物製剤の場合､それぞれの正純な名称と割合一指定外添加俄的1IA!用されていないこと･成分規格､製造基準等の規格基料 こ適合していること 成分規格の確認

器具及び容若芽包 ･規格基司fl不適合 ･材FEt､形状､色柄､対象 ･定期的な試験検査による
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